
 

注）訂正を代理者以外の方（担当者）の訂正印
で対応する場合は、委任状にその方の氏名が 
記載されている必要があります。 
氏名の記載が無い方の訂正印は無効です。 
なお、代理者の押印は不要です。 

注）建築審査課 建築指導担当に複数の申請等を
行う場合、一つの書面を各申請等に共通利用 
できます。その場合、提出する申請等を〇で 
囲んでください。各申請図書に本紙の写しを 
添付してください。 

該当する選択肢が無い場合は
別途記入してください。 

委任者の押印が必要です。 

※個人の場合に限り、自署により押印不要 


